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中
国
の
南
シ
ナ
海
等
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

八
月
六
日
、
東
ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
及
び
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
外
相
会
合
に
お
い
て
、
中
国
の
王
外
相
が
そ
れ
ぞ

れ
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
と
、
中
国
外
交
部
サ
イ
ト
（
英
語
）
に
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

一

C
hina

alw
ays

m
aintains

that
countries

enjoy
freedom

of
navigation

and
overflight

in
the

South
C

hina
Sea

in
accordance

w
ith

the
internationallaw

.
U

p
to

now
,there

has
not

been
a

single
case

in
w

hich
freedom

of

navigation
in

the
South

C
hina

Sea
is

im
peded.

南
シ
ナ
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
害
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
の
認
識
を
政
府
は
有
し
て
い
る
か
。

二

Seventy
years

ago,
pursuant

to
the

C
airo

D
eclaration

and
the

Potsdam
Proclam

ation,
C

hina
law

fully

recovered
the

N
ansha

and
X

isha
Islands

w
hich

w
ere

illegally
occupied

by
Japan

and
resum

ed
exercise

of

sovereignty.

カ
イ
ロ
宣
言
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
よ
っ
て
、
南
沙
諸
島
、
西
沙
諸
島
は
中
国
が
主
権
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
政
府
は

認
識
し
て
い
る
か
。

一



三

[T
]he

delegate
of

Japan
also

m
entioned

the
South

C
hina

Sea
issue

and
claim

ed
that

all
artificial

land

features
cannot

generate
any

legal
rights.

B
ut

let’s
first

have
a

look
at

w
hat

Japan
has

done.
O

ver
the

past
years,Japan

spent
10

billion
yen

building
the

R
ock

of
O

kinotori,turning
this

tiny
rock

on
the

sea
into

a
m

an−m
ade

island
w

ith
steelbars

and
cem

ent.
A

nd
on

that
basis,Japan

subm
itted

its
claim

to
the

U
nited

N
ations

over
the

continental
shelf

beyond
the

200−nautical−m
ile

exclusive
econom

ic
zone.

T
he

m
ajority

m
em

bers
of

the
internationalcom

m
unity

found
Japan’s

claim
inconceivable

and
did

not
accept

it.

（
一
）

沖
の
鳥
島
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
百
二
十
一
条
に
お
け
る
岩
か
。

（
二
）

国
連
の
大
陸
棚
限
界
委
員
会
に
お
い
て
、
国
際
社
会
の
大
多
数
は
、
沖
の
鳥
島
を
基
点
と
す
る
、
二
百
カ
イ
リ
を

超
え
る
大
陸
棚
延
伸
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
か
。

（
三
）

我
が
国
は
、
大
陸
棚
限
界
委
員
会
の
勧
告
に
よ
り
、
沖
の
鳥
島
が
大
陸
棚
の
起
点
と
な
る
島
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
を
詳
細
に
説
明
あ
り
た
い
。

四

こ
れ
ら
以
外
の
南
シ
ナ
海
に
関
す
る
王
外
相
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
中
で
、
我
が
国
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
は

ど
の
部
分
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


